
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆育成就労制度 

 外国人の就労について、技能移転による国際貢献を

目的とする技能実習制度に代わり、人手不足分野にお

ける人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が、

令和９年４月１日から始まります。 

 それに伴い、出入国在留管理庁のサイトには、制度

の概要や関係法令、FAQ、解説動画や運用要領等の情報

が掲載されています。 

 

◆外国人雇用をめぐるルール 

 日本における外国人の働き方には複数の制度があ

り、法令のみでルールづくりを行うことは困難です。

また、法令の改正を待たずに適宜見直しを行えるよう

にする必要もあります。 

そのため、育成就労制度については、制度運用に関

する基本的事項などを定める基本方針、受入れ業種・

職種ごとの運用に関する重要事項などを定める分野

別運用方針とともに、必要な手続きなどを定める運用

要領も整備されています。 

 

◆運用要領の一部改正 

 令和８年２月 20日に公表された運用要領について、

４月６日にその一部更新が行われました。「第４章 

育成就労計画の認定等」と「第５章 監理支援機関の

許可等」に改正があり、参考様式の一部も改正されて

います。 

 育成就労計画の認定申請および監理支援機関の許

可申請については、施行日前申請が可能で、外国人技

能実習機構ホームページには様式記載例などの情報

が掲載されています。 

 

頻繁に情報の更新や追加が行われているので、外国

人を雇用している、もしくはこれから雇用を予定して

いる企業等においては、こまめに最新情報を確認して

おくとよいでしょう。 

 
【参考】 

育成就労制度（出入国管理庁） 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005

.html 

 運用要領（出入国管理庁） 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/nyuukokukan

ri07_00002.html 

育成就労制度（外国人技能実習機構） 

https://www.otit.go.jp/news/index.html 

 

 

 
 
厚生労働省は４月１日、社会保険（厚生年金保険・

健康保険）の適用拡大について情報提供を行う「社会

保険適用拡大特設サイト」をリニューアルしました。

令和７年年金制度改正の内容を反映したもので、リニ

ューアルしたサイトを活用し、制度への理解促進を一

層図っていくとしています。 

 

◆スケジュール 

社会保険の適用拡大は段階的に設定されており、対

象企業は従業員数に応じて次のように拡大していき

ます。 

 

「育成就労制度運用要領」が一部改正

されています（出入国在留管理庁） 

「社会保険適用拡大特設サイト」が 

リニューアルされました 
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51人以上：適用済み 

36～50人：令和９年 10月施行 

21～35人：令和 11年 10月施行 

11～20人：令和 14年 10月施行 

10人以下：令和 17年 10月施行 

また、従業員に関する要件は、令和８年 10 月以降

「所定内賃金が月額 8.8万円以上」という要件が撤廃

され、「週所定労働時間 20時間以上」で「学生でない」

パート・アルバイト等の短時間労働者は、加入対象と

なります。 

 

◆実務担当者および従業員向けの広報資料を刷新 

対象別のニーズに合わせたコンテンツが大幅に改

修されました。 

・事業主・人事労務担当者向け 

社内準備を支援する「社会保険適用拡大ガイドブッ

ク」や「社会保険適用拡大のこんなとき！どうする？

手引き」、最新の周知用チラシなどが掲載されていま

す。 

・従業員向け 

加入メリットを解説するチラシや「社会保険加入を

考える３ステップ」、ＱＡ集が用意されています。また、

将来の年金額を試算できる「公的年金シミュレーター」

も利用可能です。 

・社会保険適用拡大に関する解説動画 

制度の趣旨を迅速に理解できるよう、ショート動画

や５分動画が新たに整備されました。 

 

【参考】 

社会保険適用拡大特設サイト 

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/ 

 

「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル 

https://www.mhlw.go.jp/stf/tekiyoukakudai_00005.ht

ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１日 

○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7月 10日まで＞

［労働基準監督署］ 

   

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

   

30 日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第 1 期分

＞［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 

 

雇入時及び毎年一回 

○ 健康診断個人票［事業場］ 

 

 

 
 

６月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


